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清
掃
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

祝
日
の
ご
み
収
集
の
お
知
ら
せ

　

清
掃
セ
ン
タ
ー
で
は
、
７
月
�1

日
（月・祝）
は
、
通
常
通
り
収
集
を
行
い
ま

す
。
た
だ
し
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の

直
接
搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
河
瀬
、
亀

山
、
稲
枝
学
区
は
「
缶
・
金
属
類
」

の
収
集
も
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ご
み
収
集
カ
レ
ン

ダ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

粗
大
ご
み
の
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の

直
接
搬
入
に
つ
い
て

　

７
月
�7
日
㈰
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
０
時
15
分
ま
で
、
家
庭
か
ら
出

る
粗
大
ご
み
の
臨
時
受
け
入
れ
を

し
ま
す
。

※
粗
大
ご
み
以
外
や
指
定
時
間
以

外
の
搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
臨
時
の
搬
入
口
を
設
け
ま
す
の

で
、
誘
導
す
る
係
員
の
指
示
に

従
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
清
掃
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
日
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
０
時
15
分
お

よ
び
、
午
後
１
時
か
ら
同
４
時
15

分
ま
で
、
粗
大
ご
み
の
直
接
搬
入

の
受
け
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
粗
大
ご
み
の
ほ
か
、
多
量
の

燃
や
せ
る
ご
み
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
、
缶
、
び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
、
使
用
済
み
乾
電
池
も
受
け
入

れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

清
掃
セ
ン
タ
ー

管
理
課
☎
22-

２
７
３
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番

農
地
の
適
切
な
管
理
を

　

遊
休
農
地
な
ど
に
雑
草
の
繁
茂

す
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
毎
年
、

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
遊
休
農
地
に

隣
接
す
る
市
民
か
ら
雑
草
を
刈
っ

て
ほ
し
い
、
農
作
業
に
伴
う
粉
じ
ん

で
洗
濯
物
が
干
せ
な
い
な
ど
の
苦

情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　

農
家
の
皆
さ
ん
は
、
所
有
す
る
農

地
の
適
切
な
管
理
と
、
農
作
業
時
に

周
辺
へ
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
、
草

刈
り
を
行
う
な
ど
、
対
策
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
業
委
員
会
事

務
局
☎
30-

６
１
３
３
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番

50
人
未
満
の
事
業
場
も

医
師
の
面
接
指
導
が
必
要
で
す

　

過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
に
、長
時
間
労
働
し

た
労
働
者
に
対
し
て
は
、医
師
に
よ

る
面
接
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
は
、労
働
安

全
衛
生
法
に
基
づ
き
、常
時
50
人
未

満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場

に
も
適
用
に
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

滋
賀
労
働
局
安

全
衛
生
課
☎
０
７
７-

５
２
２-

６
６
５
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７-

５
２
２-

６
４
４
２
番

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
停
止
の
案
内

　

７
月
29
日
㈫
は
、
国
の
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
器
の
入

れ
替
え
作
業
に
伴
い
、
住
基
カ
ー
ド

の
発
行
や
電
子
証
明
、
付
記
転
出
・

入
、
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
の

手
続
き
が
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課
☎
30-

６
１
１
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３

９
８
番

米
原
駅
西
口
に

下
り
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
設
置

　

米
原
駅
西
口
の
下
り
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、西
口
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

は
、
米
原
駅
東
口
と
西
口
の
改
札
口

が
統
合
さ
れ
る
平
成
21
年
春
ま
で
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
車
い
す
な
ど
で

ご
利
用
の
人
は
、
駅
員
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

米
原
市
米
原
駅

周
辺
整
備
課
☎
０
７
４
９-

52-

６
７
８
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
４
９

-

52-

５
１
９
５
番

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由

で
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な

場
合
に
申
請
す
る
と
、
保
険
料
の
納

付
が
免
除
、
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
制
度
の
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

　

申
請
手
続
き
は
、

保
険
年
金
課
、

支
所
・
各
出
張
所
、
ま
た
は
、
彦
根

社
会
保
険
事
務
所
国
民
年
金
業
務

課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度

①
保
険
料
申
請
免
除　

　
　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、

保
険
料
の
全
額
、
ま
た
は
一
部
の

納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期

間
は
、
原
則
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。
一
部
納
付（
４
分
の
１

納
付
、
半
額
納
付
、
４
分
の
３
納
付
）

に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
納
付
が

な
け
れ
ば
、
未
納
と
同
じ
取
り
扱

い
に
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予　

　
　

30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

③
学
生
納
付
特
例　

学
生
で
、
本
人

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

民
間
委
託
業
者
に
よ
る
納
付
案
内
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

皆
さ
ん
の
年
金
受
給
権
を
確
保

す
る
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
人
を
対
象
に
、
職
員

の
ほ
か
に
、
国
か
ら
委
託
を
受
け
た

民
間
業
者
が
、
電
話
に
よ
る
納
付
案

内
を
し
て
い
ま
す
。
委
託
を
受
け
た

業
者
は
、
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

お
り
、
納
付
の
案
内
に
必
要
な
情
報

以
外
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

　

平
成
20
年
度
は
、
㈱
ト
ラ
イ
ア
イ

高
知
支
店
が
、
平
日
の
夜
間
や
休
日

に
も
納
付
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
民
間
委
託
業
者
が
指
定
口
座
へ

の
現
金
振
込
み
を
依
頼
し
た
り
、

手
数
料
と
称
し
て
現
金
を
徴
収

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
、
不
審
と
思
わ
れ
る
電
話
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
そ
の
場
で
対
応
せ

ず
、
相
手
の
氏
名
な
ど
を
確
認
の

う
え
、
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務

所
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所
国
民
年
金
業
務
課
☎  

23-

１
１
１
４
番

平
成
�0
年
度
の
保
険
料
の

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
始
ま
っ
た
長
寿

医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の

平
成
20
年
度
の
保
険
料
は
、
平
成
19

年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
算
定
し
、

７
月
中
旬
に
保
険
料
額
な
ど
を
通

知
し
ま
す
。

個
人
納
付
（
普
通
徴
収
）

　

７
月
か
ら
３
月
ま
で
の
年
９
回

で
の
分
割
納
付
に
な
り
ま
す
。

年
金
納
付
（
特
別
徴
収
）

　

４
月
か
ら
２
月
ま
で
の
年
６
回

の
年
金
受
給
時
に
保
険
料
を
引
去

り
す
る
方
法
で
す
。
４
月
・
６
月
・

８
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
仮
徴
収

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
人
も
、
10
月

以
降
の
年
金
徴
収
額
を
今
回
、
決
定

し
ま
す
。

※
長
寿
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前

に
、
ご
家
族
の
勤
め
先
で
加
入
し

て
い
る
健
康
保
険
（
政
府
管
掌
保

険
、
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
）

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
健
康
保
険
か
ら
の
連

絡
に
よ
り
、
保
険
料
の
軽
減
を
し

ま
し
た
。
通
知
書
で
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
金
の

割
合
（
負
担
区
分
）
の
判
定
を

行
い
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
、
医
療
機
関
で
の

一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
平
成
19
年

中
の
所
得
に
基
づ
い
た
判
定
に
な

り
ま
す
。
負
担
金
の
割
合
が
変
わ
る

人
に
は
、
彦
根
市
か
ら
新
た
に
保
険

証
（
被
保
険
者
証
）
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
旧
保
険
証
に
つ
い
て
は
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
、
お
返
し
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
３

割
の
人
で
も
、
申
請
を
す
る
と
、
１

割
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保

険
年
金
課
が
発
送
す
る
案
内
文
書

を
確
認
の
う
え
、
同
課
ま
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の

申
請
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
で
、
平
成
20
年
度
の

住
民
税
が
、
世
帯
全
員
非
課
税
の
人

は
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
入

院
時
の
自
己
負
担
限
度
額
や
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

特
に
、
現
在
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
人
は
、
７
月
31
日
で
有
効
期
限
が

切
れ
ま
す
。
８
月
以
降
も
引
き
続
き

必
要
な
人
で
該
当
す
る
場
合
、

保

険
年
金
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
（
被
保
険
者
証
）
と
印
鑑

※
平
成
19
年
８
月
１
日
か
ら
90
日

を
超
え
る
入
院
を
さ
れ
た
場
合

は
、
領
収
書
な
ど
の
入
院
日
数
が

証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
☎

30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２
０
番
、
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
☎
０
７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
お
知
ら
せ


